
 請願書・陳情書 

提出 

議長が受理 

委員会での審査を必要とするか？ 

議会運営委員会で取扱いを判断します 

審査が必要 審査はしない 

本会議で委員会へ 

付託することを決定 

－ 委 員 会 で 審 査 － 

（必要に応じて参考人招致を行う） 

委員会で採決したとき 
委員会の採決に 

至らなかったとき 

継続審査 審議未了 

請願・陳情者に結果を通知 

－ 本 会 議 － 

委員会の審査結果を報告・採決 

（採択・不採択・一部採択などを決定） 

議員に写しを配付 

（文書配布） 

提出者に「文書配布」 

となったことを通知 

基本的な審査の流れ 


